
令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号

株
式
会
社
や
ど
の
て

代
表
清
算
人

小
澤

俊
一

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
世
田
谷
区
東
玉
川
二
丁
目
八
番
四
号

Ｔ
Ｗ
Ｉ

Ｆ
Ｌ
Ｏ
合
同
会
社

代
表
清
算
人

飯
川

陽
介

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
三
三
番
一
一
号

有
限
会
社
サ
ン
ト
ピ
ア

清
算
人

山
田

一
行

解
散
公
告

当
社
は
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い

と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
大
田
区
田
園
調
布
一
丁
目
一
二
番
一
四

二
〇
七
号

合
同
会
社
ジ
ー
・
エ
フ
・
エ
ム
・
ラ
ボ

清
算
人

森
田

ゆ
い

解
散
公
告

当
社
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
り
令
和
八
年
五
月
三

十
一
日
付
で
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー

銀
座
６
丁
目
特
定
目
的
会
社

代
表
清
算
人

中
村

武

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
稲
城
市
平
尾
三

七

五

六
八
号
五
〇

七
室

株
式
会
社
M
U
G
E
N

代
表
清
算
人

垣
内

大
輝

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二

一
九

一
五
宮
益
坂
ビ

ル
デ
ィ
ン
グ
六
〇
九合

同
会
社
Ｗ
ｉ
ｓ

Ｃ
ｒ
ｅ
ａ

清
算
人

林

直
哉

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
三
番
九
号

有
限
会
社
ユ
ー

清
算
人

兪

梅
蘭

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
練
馬
区
貫
井
二
丁
目
二
二
番
四
号
マ
・
メ

ゾ
ン
二
〇
一

Ａ
Ｎ
Ｒ
Ｒ
Ｅ
Ｋ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

コ
ン
・
シ
ュ
エ

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
二
丁
目
一
番
八
号

み
と
し
ろ
事
務
所
株
式
会
社

代
表
清
算
人

山
﨑
雄
一
郎

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
解
散
い
た
し
ま
し
た
の

で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日

か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
港
区
三
田
一
丁
目
一
三
番
一
二
号
二
Ａ

合
同
会
社
カ
リ
グ
ラ
フ

清
算
人

細
井

惟
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
一

二
二

一
一
銀
座
大
竹

ビ
ジ
デ
ン
ス
二
Ｆ

合
同
会
社
Ｇ
ｌ
ｏ
ｃ
ａ
ｌ
Ｓ
ｈ
ｉ
ｆ
ｔ

清
算
人

丸
山

智
大

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
江
戸
川
区
西
一
之
江
四
丁
目
九
番
三
号

有
限
会
社
加
藤
転
写
マ
ー
ク

清
算
人

加
藤
三
千
夫

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
付
で
解
散
い
た

し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
和
泉
町
一
番
地
六

一
六

ヤ
マ
ト
ビ
ル
四
〇
五

株
式
会
社
Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｏ

代
表
清
算
人

矢
島

慎
也

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
足
立
区
本
木
南
町
二
四
番
一
七
号

株
式
会
社
Ｉ
ｎ
ｆ
ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｙ

代
表
清
算
人

大
巻

正
弘

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
目
黒
区
中
町
二
丁
目
二
九
番
一
号

Ｉ

Ｃ
ｏ
ｍ
ｍ
合
同
会
社

清
算
人

石
黒

正
夫

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
足
立
区
千
住
仲
町
二
番
七
号

株
式
会
社
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
東
京

代
表
清
算
人

氏
原

雄
司


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